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本部萩原委員長に対する不当処分に

断固抗議する！！ 
 

11 月 6 日、会社は本部萩原委員長に対して、不当にも処分を電話で通告して

きました。 
会社は 9月 27 日に萩原委員長が管理者に対して暴言をはいたという事を処分理

由にしています。名古屋地本加藤業務部長が蒲郡駅山口駅長による不当懲戒解

雇の処分通知に抗議した事を暴言であるとしている。まさにデッチ上げの上塗

りである。私たちは満身の怒りをもって、このデッチ上げ不当処分に断固抗議

する！！ 
萩原委員長に対する不当処分攻撃は、明らかに 11 月４日の私たちのストライ

キに対する報復です。 
私たちのたたかいを圧殺する事が目的です。絶対に許す事は出来ません。 
私たちはこのデッチ上げ不当処分を断固許さず！！勤務時間外の職場内での組

合ビラ配布など、当たり前の組合活動を職場からさらにつくり、反撃のたたか

いに決起していく！！ 
 

仲
間
を
首
に
し
た
張
本
人
の
蒲
郡
駅
・
山
口

駅
長
と
古
田
助
役
こ
そ
断
罪
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

↓ 
 
 
 

 


